
 

届出の流れ 

 景観法に基づき、行為に着手する 30 日前までに届出が必要となります。また条例に基づき、届出に

先立って景観計画や条例の内容と計画内容等の適合状況について、市との事前協議ができます。 

窓口への事前相談

窓口への事前協議書（様式）の提出

届出者と協議、助言・指導

　建築行為等をしようとする敷地の位置が、ど

こかを確認してください。

　市街化調整区域に位置する場合は、特に留意

が必要です。

　どのような行為をしようとするのか、建築物

等の高さや延べ面積など行為の規模を確認して

ください。

　届出対象行為の計画・設計内容について、景

観計画への適合状況などを図面等で確認・協議

を行います。

　行為に着手する30日前までに、景観法に基

づき届出を行ってください。

　

　届出内容について、景観計画への適合状況な

どの審査を行います。

　届出内容が景観計画に適合していない場合、

勧告を行います。行おうとする行為（届出内容

）が景観計画に適合している場合、行為に着手

できます。

　勧告を受けた場合、設計の変更が必要となり

ます。市との充分な協議を行って下さい。

　行為の完了後は、本市の良好な景観の形成に

資するよう適切な管理に努めてください。

　建築行為等をしようとする敷地の位置が、ど

こかを確認してください。

　市街化調整区域に位置する場合は、特に留意

が必要です。

　どのような行為をしようとするのか、建築物

等の高さや延べ面積など行為の規模を確認して

ください。

勧告

必
要
に
応
じ
て
実
施

必
要
に
応
じ
て
実
施

景
観
法
に
基
づ
い
て
実
施

景
観
法
に
基
づ
い
て
実
施

適合通知書の交付

行為の着手

行為の完了

景観審議会の意見

条
例
に
よ
る
位
置
づ
け

条
例
に
よ
る
位
置
づ
け

設計の変更その他必要な措置

を行い、市の確認を受ける

 


